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本資料の目的 

1. 本資料では、本日の企業会計基準委員会においてご審議いただくことを予定して

いる事項を説明することを目的としている。 

 

背 景 

2. 2015 年 5 月に、IASB から公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」（以

下「概念 ED」という。）及び公開草案「概念フレームワークへの参照の更新」が公

表されている（コメント期限：11 月 25 日）。 

 なお、当委員会では、概念 ED について、10 月 26 日を期限として我が国の市場

関係者から意見を募集している。 

3. これまで、当委員会では、概念 ED への「コメントの方向性」についてご審議いた

だき、ご意見を反映した「コメント文案」についてもご審議いただいた。 

概念 ED - 第 3 章「財務諸表と報告企業」 

概念 ED – 第 4 章「財務諸表の構成要素」（会計単位に関する部分を除く。） 

概念 ED – 第 5 章「認識及び認識の中止」 

概念 ED - その他の質問事項 

概念フレームワークへの参照の更新 

4. また、前回の委員会においては、ASBJショート・ペーパー・シリーズ 1

 

第 2 号「概

念フレームワークにおける認識規準」（以下「ショート・ペーパー」という。）の

草案についてもご審議いただいた。 

本日の議題 

5. 本日の委員会では、これまで「コメント文案」について検討を行っていない次の

章を中心にご意見をいただきたいと考えている。 

(1) 第 1 章「一般目的財務報告の目的」及び第 2 章「有用な財務情報の質的特性」

（審議事項(1)-2 参照） 

                                                   
1 当委員会は、2014 年 5 月に、ASBJ ショート・ペーパー・シリーズ第 1 号「OCI は不要か？」を公表し

ている。 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。



 
 

審議事項(1)-1 

AF 2015-39 

 

2 

(2) 第 4 章「財務諸表の構成要素」（会計単位に関する部分）（審議事項(1)-3 参照） 

(3) 第 6 章「測定」（審議事項(1)-4 参照） 

(4) 第 7 章「表示及び開示」（財務諸表の目的及び範囲、伝達ツールとしての表示

及び開示）（審議事項(1)-5 参照） 

(5) 第 7 章「表示及び開示」（財務業績に関する情報）（審議事項(1)-6 参照） 

6. また、いただいたご意見を反映したショート・ペーパーの草案についてもご意見

をいただきたい（審議事項(1)-7 参照）。 

 

以 上 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。




